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編集発行／問合･申込）社会福祉法人　稲美町社会福祉協議会
　〒675-1105　兵庫県加古郡稲美町加古4369-3　障害者ふれあいセンター1階

TEL079-492-8668　FAX079-492-9170　Eメール inami-shakyo@bb.banban.jp
（社協事務局  開館時間）月～土（日祝以外）　8：30～17：15

※社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき、すべての市町村に設置されている住民の立場から福祉を推進する団体です

この広報紙は皆様からの赤い羽根共同募金配分金の一部でつくられています。
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ひとりぼっちをつくらない地域づくり
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Mさん（2018年～）
長く活動している傾聴ボランティア
での活動もそうですが、こうした地
域活動は、自分自身の健康にとても
いい影響があると思っています。ち
ょっとした会話から話が弾んで笑顔
になっていただくとこちらも嬉しい
気持ちでいっぱいになります。

　高齢者施設などでボランティア活動（施設の草引き、送迎
車の清掃、施設利用者への手紙を書く等）を行い、活動実績
に応じて稲美町共通商品券を受け取ることができる事業です。
　地域貢献にもなり、ご自身の健康づくり、生きがいづくり、
介護予防にもなる活動です。ボランティア活動１時間につき、
１ポイント付与されます。まずは説明会にご参加いただき、
事前登録をお願いします。

　近頃「サードプレイス」に関心があり必要性を感じています。家という「フ
ァーストプレイス」でもなく、職場や学校のように長く過ごす場所「セカンド

プレイス」でもない、自分らしく過ごすことができる「第三の場所」という意味の言葉です。今はすきま時間をサードプ
レイスと捉え、通勤途中や家事をしながら音楽を聴いたり、軽い運動をすることが現在のマイサードプレイスです。社協
がすすめる地域活動やボランティア活動もサードプレイスとして可能性が十分ありますし、人それぞれのマイプレイス、
落ち着いて呼吸を整えて豊かな心で過ごせる場所を増やしてこれからの人生も楽しめたらいいですね。（F.K）

社 協 の つ ぶ や き社 協 の つ ぶ や き
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（令和3年10月受付分）

善意の預託ありがとうございました

金銭寄附

物品預託

　　　氏　名（敬称略）
和田無人販売所
大西　孝雄
匿名
匿名
匿名
稲美町盆栽同好会
　　　氏　名（敬称略）
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
旭食品㈱
コープこうべ第６地区本部
匿名
匿名
匿名
匿名

内容
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
内容
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附

金　額　　 　  
￥16,400
￥30,000
￥3,000
￥10,000
￥30,000
￥14,140

物　品　　 　  
米30㎏

書損じはがき13枚、切手14枚
米30㎏
米27㎏
米390㎏

シルバーカー１台
米60㎏
米30㎏
米９㎏

食品170㎏
米20㎏
米60㎏

はがき147枚
書損じはがき７枚

米18㎏

VOICE
善意銀行では、皆
様の「何かしたい
気持ち」を金銭や
物品でお預かりし
ています。

歳末たすけあい募金
ご協力よろしくお願いします

～2020年度は下記のように使わせていただきました～
歳末配分金
火事見舞

緊急生活支援（食料品購入分）
特別支援学校修学旅行助成

保育園助成
その他

次年度繰越金
合　計

88世帯191名
１世帯
1名
18名

４園614名
事務費

646,000
50,000
1,041

180,000
307,000
34,200
30,402

1,248,643

歳末たすけあい募金は、赤い羽根
共同募金の一環で、町内の支援を
必要とする方が安心して新年を迎
えられるように行う募金です。
運動期間：毎年12月１日～31日

受講生募集 「いなみ将棋塾」指導ボランティア　主催

小学生初心者のための

◆と　き　①１月22日（土）
　　　　　②１月29日（土）
　　　　　③２月12日（土）
　　　　　④２月19日（土）
　　　　　⑤２月26日（土）
　　　　　⑥３月12日（土）
　　　　　いずれも９：30～11：30

◆ところ　障害者ふれあいセンター２階
◆対　象　将棋に興味のある小１～小６
◆定　員　15名
◆参加費　300円
◆持ち物　筆記用具
◆申　込　稲美町社会福祉協議会
　　　　　☎492-8668

新春将棋講座

稲美町在住65歳以上の方

介護ボランティアポイント事業 登録者募集

●令和３年12月21日(火)　●令和４年  １月18日(火)
●令和４年 ２月22日(火)　●令和４年  ３月22日(火)
　いずれも10:00～11:00　障害者ふれあいセンターにて

【令和３年度　説明会日程】

Ｉさん（2019年～）
絵手紙に文章をつける活動をしてい
ます。まず絵を見て、季節の事柄や
読んでくださる相手のことを考えな
がら手紙を書いています。頭の体操
にもなるので自分のためにもなって
います。

活動報告

11/9(火)稲美中央公園
参加者45名

ボランティア連絡会
グラウンドゴルフ交流

ボランティアの皆さんに久し振りに
お会いできてとても嬉しかったです。
やはり実際にお会いして話したり、
笑ったりするととても心が軽くなり
ますね。これからも稲美町ボランテ
ィア連絡会をど
うぞよろしくお願
いします（村下）

◀トライやるウィーク中
　の中学生４名も一緒に
　プレイしたり、受付を
　担当してもらいました

申込要
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応援します

利用者募集

教育支援資金

嘱託職員募集

非常勤職員募集

採用予定日：令和４年４月１日
採用人数：嘱託職員１名
採用職種：保健師または精神保健福祉士の資格を有する人
受験資格：上記の資格を有し、次のすべてに該当する人
　　　　　　①障がい者等の支援に関する相談業務の経験がある人
　　　　　　②普通自動車運転免許（AT車限定可）を有する人
　　　　　　③パソコンの一般的な操作ができる人
業務内容：障がい者基幹相談支援センターでの相談業務等
雇用条件：勤務時間週38時間45分（勤務時間：午前８時30分～午後５時15分）
　　　　　報酬【参考】月額191,000円（経験年数により加算する場合があります）
　　　　　※現時点での予定であり、変更になる場合があります。
　　　　　　その他、当会ホームページ・社会福祉協議会備え付けの募集要項をご覧ください。
募集期間：令和３年12月６日（月）～令和３年12月24日（金）
　　　　　郵送の場合、12月24日（金）必着
提出書類：嘱託職員募集申込書（指定様式）
　　　　　※当会ホームページ「募集要項」からダウンロードしてください。
選考方法：書類選考、面接試験（令和４年１月13日（木）予定）

仕　事：重症心身障がい児（者）等が１日に
　　　　１～４人通所する事業所での看護・
　　　　介護業務
資　格：正看護師、
　　　　普通運転免許（AT車限定可）
賃　金：時給1,500円
　　　　（試用期間３か月1,200円）
時　間：9:00～16:00、時間・日数は応相談
休　日：土日祝
　　　　※学校行事考慮します

①看護職員（非常勤）
仕　事：重症心身障がい児（者）等が１日に
　　　　１～４人通所する事業所での介護業務
資　格：介護職員初任者研修
　　　　（旧ヘルパー２級）以上、
　　　　普通運転免許（AT車限定可）
賃　金：時給980円（試用期間３か月930円）
　　　　処遇改善手当別途支給
時　間：9:00～16:00、時間・日数は応相談
休　日：土日祝
　　　　※学校行事考慮します

②介護職員（非常勤）
勤務地／療養通所介護事業所ひだまり畑（稲美町加古5141番地　在宅サービスセンター内）

【問合・申込】
稲美町社会福祉協議会　事務局　TEL 079-492-8668

障がい者基幹相談支援センターで
障がいのある人を支援する相談員を募集します

　　中重度要介護者や自宅療養されている
重症心身障がい児（者）が通所する事業で一緒に働きませんか

書類提出先及び問合せ先
　稲美町社会福祉協議会　事務局　
　〒675-1105　加古郡稲美町加古4369-3　障害者ふれあいセンター内
　TEL　079-492-8668　FAX　079-492-9170

問合せ日時
　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分（祝休日除く）

学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学に必要な費用、
または在学中に必要な費用を貸付けることで、就学や将来の就労を支援する制度です。
【対象となる世帯】
　①兵庫県内の同一地域に6か月以上居住している世帯
　②低所得世帯（世帯収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得）
　③他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯

【対象となる学校】
　高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校（高等課程、専門課程）
　※通信制、定時制課程を含む
　※大学院、予備校、外国の学校（留学含む）、専修学校の一般課程（生涯教育等）は対象外

【貸付限度額】
　就学支度費　500,000円　（入学に際し必要となる入学金や制服代等が対象）
　教育支援費（在学中に必要な授業料や教科書代、通学定期代等が対象）
　　　　高等学校　月額35,000円以内／高等専門学校　月額60,000円以内
　　　　短期大学　月額60,000円以内／大学　　　　　月額65,000円以内

【貸付利子】無利子

【償還期間】20年

ひとりで悩まず相談してください
予約はいりません

稲美町障がい者基幹相談支援センター
☎079-492-5577

障がいに関するいろいろな困りごとを
相談してください　

専門の相談員が一緒に考えていきます
相談日時）月曜日～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み）
F　A　X）079-492-6160
M A I L）kikansoudan
 　 　　　　@inami-shakyo.or.jp

　障がい福祉サービスのことが知りたい
　子どもに障がいがあると言われた
　障がいがあっても自宅で生活するにはどうしたらいいの
　障がいがあって仕事ができない等

傾聴ボランティアと

どんなお話でも大丈夫です
月1回でも声でつながると
心が少し軽くなりますよ

まずはお電話下さい

☎079-492-8668
日程調整等させていただきます!!

利用回数）月１回15分程度
担 当 者）傾聴ボランティア

傾聴ボランティアがご自宅に
月に１回電話します

声でつながろう
　　お話しましょう

【職員募集】


